
自動車運転に関わる当施設職員へのアルコールチェックの取り組みについて 

 

昨今の道交法の規制強化やモラルの観点から、当施設でも運転に関わる職員に対してアルコールチェックを

令和4年4月1日から開始しました。 

 

機器は「TANITA製アルコールチェッカーHC-310」を使用しています。 

 

 

機器使用前の確認・注意事項を検査前に読んでもらいます。 

 

 

機器に呼気を吹き付けてもらいます。 

 

 

 



問題なければ青色のランプで液晶が表示されます。問題があればランプは赤く表示されます。 

         

もう一人の職員に必ず目視にて確認してもらいます。 

 
必要事項を記入し、はじめて送迎を含めた運転業務へ移ることができます。 

  

 

これからも、ご利用者様、ご家族様、地域社会へ安全安心を提供できるよう、より一層励んでいきます。 


